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種　類 収集回数 出　し　方

小型家電・金属類
P.22-23へ

月 2 回

必ず多摩市と標示する
◦�本体や袋に直接多摩市と
記入する
　�又は多摩市と書いた紙を
貼る

雑誌・雑紙
P.24-25へ

週 1 回

　ひもで束ねる　　　　　紙袋等に入れる

新　　聞
P.26へ

月 2 回
ひもで十字に縛る　　

※折り込みチラシも一緒に出せます

ダンボール
P.27へ

月 2 回

たたんで、ひもで十字に縛る

古　　布
P.28-29へ

月 2 回
◦�透明か半透明の
　ビニール袋に入れる
◦口はしっかり結ぶ

缶・ペットボトル
P.30-31へ

週 1 回

戸建住宅 　 集合住宅 　

専用の常設容器
※�容器がない場合
は戸建住宅の出
し方と同じ

び  ん
P.32へ

週 1 回

戸建住宅 　 集合住宅 　

専用の常設容器
※�容器がない場合
は戸建住宅の出
し方と同じ

多摩市

多摩市

多摩市
びん用

ぬ
れ
る
と
カ
ビ
が
発
生
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
ま
せ
ん
。

雨
や
雪
の
日
は
、
で
き
る
だ
け
次
回
の
収
集
日
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

種　類 収集回数 出　し　方

燃やせるごみ
P.8-9へ

週 2 回 有料指定袋に入れる

袋の口は十字に結ぶ

燃やせないごみ
P.10-11へ

月 2 回 有料指定袋に入れる

プラスチック
P.12-13へ

週 1 回 有料指定袋に入れる

有害性ごみ
P.14-15へ

月 2 回

戸建住宅
　

透明か半透明の袋に入れるか、
かご等に入れて燃やせないごみ
とは別に出す

集合住宅
　

みどり色の有害性ごみ容器に
入れる
※�容器がない場合は、戸建住宅の
出し方と同じ

粗大ごみ
P.16-17へ

週 1 回

①申し込みをする（電話・インターネット）
②粗大ごみ処理券（シール）を購入する
③シールを貼って出す

有害性
ごみ用
多摩市

有害性ごみ用多摩市

有害
性ご
み用
　多

摩市

①結ぶ ②結ぶ ③できあがり

①結ぶ ②結ぶ ③できあがり

①結ぶ ②結ぶ ③できあがり

〔粗大ごみ処理券（シール）〕

事前申し込み


